
令和6年7月3日

No. 回答

1
 担当者の氏名と連絡先が記載されている場合は、会社印鑑
の押印がない見積書でも提出可能です。

2
 モデル事業については、受け入れ事業者を受託者がサポー
トしながら実施する想定をしており、このような場合は、仕
様書で規定している第三者への委託には該当しません。

3
 ご提案の段階においては、必ずしも受け入れ事業者が確定
している必要はありませんが、その場合は、受け入れ事業者
となり得る候補者をご提案ください。

「京都の若者が世界の多彩な才能と交流する仕組みづくり」 企画運営業務プロポーザルに係る質問への回答について

7/12時点でモデル事業の受け入れ事業者は確定している必要があ
りますか？

質問事項 質問の意図

見積書（原本）には会社印鑑の押印が必須でしょうか？
原本1部、複写3部という表記があったが、会社印鑑な
しでも提出可能かを確認したい

モデル事業の受け入れ事業者（レジデンス）は「第三者への委
託」に該当しますでしょうか？


